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明日都浜大津４階  

「大津市ふれあいプラザ」内ホール  
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（1）バリアフリー基本構想（令和 7年度～令和 16年度）の特定事業について 
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（3）今後のスケジュールについて 
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目次

令和７年度 第２回バリアフリー推進協議会

説明資料

１ バリアフリー基本構想(令和7年度～令和16年度)の

    特定事業について

2 バリアフリーマップについて

（1） まち歩き（バリアフリーチェック）について

(2) 特定事業の充実に向けた取組について

(3) 特定事業の追加について

(1) バリアフリーマップの作成について

(2) バリアフリーマップの進捗について

（3） 情報提供における今後の課題について

３ 今後のスケジュールについて

① ② ③

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

市全域

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

高齢者、障害者等の
移動や施設利用の利便性・安全性が向上

【基本理念】

ともに支え合い、安全・安心・快適に過ごせるまち 大津

【基本方針】

① 一体的なバリアフリー整備
② 継続したバリアフリー整備
③ バリアフリーに関する理解の増進と定着

市全域のバリアフリー化

① ② ③

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

移動等円滑化促進地区

基
本
方
針

①

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

重点的

基本構想（実行計画）

重点整備地区 継続的

図：バリアフリー化の進め方
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取組の名称 実施主体 事務局 開始時期 実施回数 実施施設数

まち歩き 大津市バリアフリー推進協議会 地域交通政策課 令和5年度 2回（1回/年） 3施設

バリアフリーチェック 大津市障害者差別解消委員会 障害福祉課 平成30年度 12回（2回/年） 12施設
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（1） まち歩き（バリアフリーチェック）について

◆概要◆

実施日 ：令和7年11月12日（水）

実施時間 ：13時30分～15時00分

対象場所 ：逢坂市民センター ・ 大津駅前公園 ・ 周辺道路

参加者 ：25名 （バリアフリー推進協議会から7名参加）

大津簡易裁判所・
地方裁判所

大津びわ湖
合同庁舎

逢坂市民センター

大津駅前公園

位置図

逢坂市民センター 大津駅前公園

施設の写真

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

経路

合同で開催
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① 逢坂市民センター

箇所 意見

逢
坂
市
民
セ
ン
タ
ー

【入口・玄関】
→音声案内が入口にあると良い
→触知案内板から先の誘導が無い
→案内板の表示にルビ（ふりがな）を付けてほしい（対応済）

【トイレ】

→バリアフリートイレのドアが重くて開閉しにくい
→バリアフリートイレの「使用中」が分かるようにしてほしい
→バリアフリートイレに緊急通報ボタンが無い
→棚が支障で車椅子の転回が難しい（対応済）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（写真①）
→トイレットペーパのホルダーが左右にあると良い
→トイレの段差（3㎝程度）

【エレベーター
・階段】

→エレベーター内にも点字表記があって良い
→手すりが階段の途中から設置されている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（写真②）
→手すりは平型より丸形のほうが良い
→階段のつま先部に黄色の着色があると良い

【通路】
→廊下の色味が暗い
→椅子が通路上にあり、危なく感じる

【窓口】
→カウンターや記載台が高く感じる
→掲示物が多い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（写真③）

【和室・会議室】
→スリッパや靴を入れる場所が分かるよう、靴箱に写真を掲示している
→靴箱付近に椅子や手摺があると良い（対応済）

【駐車場】
→自転車が駐輪していて、障害者等用駐車区画に駐車しにくい・・・・・・・（写真④）
→駐輪場に屋根があると良い
→駐車場にインターホンがあると良い（駐車場と受付が同一の階に無いため）

【案内表示・その他】
→「車いすの方はこちら」のような案内表示があると良い
→1階に車いすの貸出があると良い
→調査したメンバー間でコミュニケーションが上手くとれていないと感じた

写真①

写真②

写真③

写真④

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

（1） まち歩き（バリアフリーチェック）について
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② 大津駅前公園

箇所 意見

大
津
駅
前
公
園

【出入口・園路】
→公園内に段差が多い（地形上の問題）
→点字ブロックの誘導がバリアフリートイレで終わっている・・・・・・・・・・（写真①）
→コンクリートのベンチは座ったときに冷たく感じる

【トイレ】

→動線は直線でわかりやすい
→バリアフリートイレの「使用中」が分かるようにしてほしい
→トイレの入口の幅が狭く感じる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（写真②）
→トイレットペーパのホルダーが左右にあると良い
→トイレの動線に屋根があると良い

【店舗（スロープ）・
デッキ】

→ウッドデッキの周囲に柵がないため、転落の危険性がある
→手すりが両方にあると良い（半身マヒ等使えない人もいるため）・・・・（写真③）

【案内表示・その他】
→公園の案内図があると良い
→トイレの案内図があると良い
→市道から公園内に店舗があると分かるような看板等があると良い

【市道幹1037号線】

→点字鋲の輝度比が確保できていないと感じる
→道路勾配が急であることが分かる表示あるとよい
→車いすの高さでは階段があることに気付けない構造となっており、
途中で引き返さなければならない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（写真④）

写真②

写真①

写真③
写真④

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

（1） まち歩き（バリアフリーチェック）について
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特定事業の設定手順

施設設置管理者 事務局（大津市） 取組内容

STEP1 ・バリアフリーに係る計画の説明
・利用者の視点を整理した資料等の提供
・バリアフリー化に向けた課題の聞き取り
・バリアフリーチェックの依頼 等

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

STEP2
・チェックシートの作成、提供
・バリアフリーチェックの支援 （必要に応じて）
・カルテの作成等支援 （必要に応じて）

等

バリアフリーチェックの実施
カルテの作成等

STEP3
・整備手法を整理した資料などの提供等
（ソフト面の取組も含む）

特定事業計画の作成等
（整備内容の検討等）

STEP4

特定事業の掲載内容等の協議 特定事業の掲載内容等の協議

特定事業の設定（計画に位置付け）

(2) 特定事業の充実に向けた取組について

① 特定事業の設定手順に沿った施設設置管理者に対する働きかけ

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について
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特定事業の設定手順

施設設置管理者 事務局（大津市） 取組内容

STEP1 ・バリアフリーに係る計画の説明
・利用者の視点を整理した資料等の提供
・バリアフリー化に向けた課題の聞き取り
・バリアフリーチェックの依頼 等

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

STEP2
・チェックシートの作成、提供
・バリアフリーチェックの支援（必要に応じて）
・カルテの作成等支援（必要に応じて）

等

バリアフリーチェックの実施
カルテの作成等

STEP3
・整備手法を整理した資料などの提供等
（ソフト面の取組も含む）

特定事業計画の作成等
（整備内容の検討等）

STEP4

特定事業の掲載内容等の協議 特定事業の掲載内容等の協議

特定事業の設定（計画に位置付け）

計画の内容が複雑

難しい用語が多い

結局、何をすればよいか分からない

どこまでチェックしたらよいか

施設の中で、優先的にチェックする場所を示してほしい

簡単にチェックできると良い

② 施設設置管理者からの意見等

施設の中で、優先的に整備したらよい場所を示してほしい

どのような整備を求められているか知りたい

(2) 特定事業の充実に向けた取組について

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について
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③ 特定事業の充実に向けた視点

バリアフリー整備に向けた考え方の共有をするためには・・・

→ 本市の「促進方針」や「基本方針」を簡便で簡潔な内容で解説し、理解を促すことが重要

→ まち歩き等で得た利用者の視点や意見を施設設置管理者等と共有し、理解を促すことが重要

→ 多様な特性や必要な支援を理解し、利用者に提供することが重要

生活関連経路や生活関連施設の特定事業を促進するためには・・・

→ 優先度が高い箇所を示し、各施設設置管理者の裁量に応じたバリアフリー整備を示すことが重要

→ ハード・ソフト面も含めて、可能なものから取組を始めることが重要

上記の視点を踏まえ、施設設置管理者と協議するための資料等を作成

(2) 特定事業の充実に向けた取組について

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について
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④ 特定事業の充実に向けた資料等の作成

施設設置管理者に対する説明資料の作成 （参考資料-1）

→計画の概要を1ページに集約

→啓発用リーフレットや職員研修の事例等、「心のバリアフリー」の取組について紹介

調査チェックリスト（施設）を更新 （参考資料-2）

→利用者の視点や意見を反映したチェック項目の追加・修正

→チェックの視点を項目内に記載

→優先的にチェックしてほしい箇所を「赤囲い」で明示

バリアフリー整備の手法を体系的に整理した資料の作成 （参考資料-3）

→優先的に取り組んでほしい事項を中心に作成

→「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計集」より抜粋・加工して作成

(2) 特定事業の充実に向けた取組について

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について
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特定事業 特定事業外

令和11年度を目標に実施 令和16年度を目標に実施 継続して実施 継続協議

事業数（Ｒ8.3） 追加した事業数 事業数（Ｒ8.3） 追加した事業数 事業数（Ｒ8.3） 追加した事業数 事業数（Ｒ8.3） 追加した事業数

1.公共交通特定事業 ３ （２） 5 - ９０ （２） 45 -

2.道路特定事業 ２６ （２） １９ （２） 195 ‐ 30 ‐

3.路外駐車場特定事業 １５ （２） 0 - 16 （２） 2 -

4.都市公園特定事業 13 （13） 0 - 14 （14） 9 （9）

5.建築物特定事業 7 （6） 2 （2） 24 （23） 4 （4）

6.交通安全特定事業 0 - 0 - 18 - 0 -

7.教育啓発特定事業 0 - 0 - 0 - 0 -

合計 64 （25） 26 （4）
359

70路線
（41）

-
90 （13）

特定事業の種類

事業数の内訳
項目

目標値
（目標設定）

目標年次

基本方針①（基本構想の事業評価）

1.特定事業の進捗率 100％
2034年度
（令和16年度）

2.「継続して実施」事業の
整備箇所数

10箇所以上/年
2034年度
（令和16年度）

3.新たに設定した特定事業
1回以上/年

（協議会等で報告）
－

整備時期を定めた事業（61事業）について進捗率を提示

継続して実施（318事業）の内、公道70路線の事業を対象に
整備箇所数を提示

継続協議の事業（77事業）や新たに特定事業に設定する事業を
協議会等で報告

特定事業の種類

事業数の内訳

表：特定事業数の内訳 ※「追加した事業数」は策定時（Ｒ７.7月）以降に追加した事業数を掲載

9

(３) 特定事業の追加について（令和8年3月時点）

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について
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① 生活関連経路 （滋賀国道事務所）

施設名 一般国道1号（石山） 実施主体 滋賀国道事務所

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

連続性や利用者の動線を考慮し、安心して移動できる視覚障
害者誘導用ブロックの整備

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

視覚障害者誘導用ブロックの適切な改良 ●

10

① 生活関連経路 （大津市 道路・河川管理課）

施設名 市道中4004号線 実施主体 大津市道路・河川管理課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

連続性や利用者の動線を考慮し、安心して移動できる視覚障
害者誘導用ブロックの整備

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

施設名 市道幹1057号線 実施主体 大津市道路・河川管理課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

案内情報の充実

エレベーター等の案内看板の設置 ●

(３) 特定事業の追加について

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(重点整備地区) ＪＲ石山駅・京阪石山駅周辺地区

(重点整備地区) ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区

(重点整備地区) ＪＲ瀬田駅周辺地区① 生活関連経路 （大津市 道路・河川管理課）
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② 生活関連施設 （滋賀県 河港管理室）

施設名 大津港旅客ターミナル 実施主体
大津土木事務所

滋賀県 河港管理室

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

障害の特性に応じた案内情報の設置

視覚障害者誘導用ブロックの適切な改修 ●

案内表示設備の設置（電光掲示板・触知図案内板等） ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

施設名 大津港駐車場 実施主体
大津土木事務所

滋賀県 河港管理室

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

障害の特性に応じた案内情報の設置

視覚障害者誘導用ブロックの適切な改修 ●

案内表示設備の設置（電光掲示板・触知図案内板等） ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区

② 生活関連施設 （滋賀県 河港管理室）
(重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課）

施設名 大津湖岸なぎさ公園（大津） 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

車いす使用者が安全かつ円滑に利用できる駐車施設を確保

障害者等用駐車区画の明示 ●

優先駐車区画の設置 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

12

施設名 長等公園 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課） (重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区
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OtsuCity
13

施設名 大津湖岸なぎさ公園（膳所） 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

園路や出入口部分の安全・快適な通行を確保

園路の段差の改善 ●

園路の防滑対策 ●

車いす使用者が安全かつ円滑に利用できる駐車施設を確保

障害者等用駐車区画の明示 ●

優先駐車区画の設置 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

施設名 におの浜ふれあいスポーツセンター 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場やトイレに係る動線部分を中心に安全・快適な通行を
確保

視覚障害者用誘導ブロックの補修 ●

障害者の特性に応じた案内情報の設置

案内情報の設置 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課） (重点整備地区) ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課） (重点整備地区) ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課）

14

施設名 皇子が丘公園 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場やトイレに係る動線部分を中心に安全・快適な通行を
確保

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

駐車場の段差解消 ●

ベンチ、トイレなどの公園施設について、より利便性が高いも
のへ改良

トイレの改修（洋式化） ●

インクルージブ遊具の設置 ●

車いす使用者が安全かつ円滑に利用できる駐車施設を確保

障害者等用駐車区画の設置 ●

障害者等用駐車区画の明示 ●

障害者の特性に応じた案内情報の設置

案内情報の設置（電光掲示板・触知図案内板等） ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課）

15

施設名 皇子が丘公園体育館 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場やトイレに係る動線部分を中心に安全・快適な通行を
確保

通路の有効幅員の確保（車止め） ●

スロープの改良（手摺・有効幅員） ●

通路の段差解消（グレーチング） ●

ベンチ、トイレなどの公園施設について、より利便性が高いも
のへ改良

トイレの改修（洋式化） ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

施設名 皇子山総合運動公園 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場やトイレに係る動線部分を中心に安全・快適な通行を
確保

出入口の段差解消（石畳） ●

障害者の特性に応じた案内情報の設置

案内情報の設置（電光掲示板・触知図案内板等） ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について
(重点整備地区) ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課） (重点整備地区) ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課）

施設名 近江神宮外苑公園 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

障害者の特性に応じた案内情報の設置

オストメイトの表示の修正 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

16

施設名 大津湖岸なぎさ公園（石山） 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ベンチ、トイレなどの公園施設について、より利便性が高いも
のへ改良

障害者等用駐車区画の明示 ●

園路や出入口部分の安全・快適な通行を確保

園路の段差の改善 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課） (重点整備地区) ＪＲ石山駅・京阪石山駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 公園緑地課）

17

施設名 一里山公園緑のふれあいセンター 実施主体 大津市 公園緑地課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場やトイレに係る動線部分を中心に安全・快適な通行を
確保

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

ベンチ、トイレなどの公園施設について、より利便性が高いも
のへ改良

トイレの改修（洋式化） ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

(重点整備地区) ＪＲ瀬田駅周辺地区

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について
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② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

施設名 逢坂市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

建物環境の整備

手すりの設置・改良 ●

駐車場の整備

障害者等用駐車区画の改善 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

18

施設名 中央市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

建物環境の整備

スロープの改善 ●

駐車場の整備

障害者等用駐車区画の改善 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

施設名 平野市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

19

施設名 長等市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

(重点整備地区) ＪＲ膳所駅・京阪膳所駅周辺地区

(重点整備地区) ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

施設名 晴嵐市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

建物環境の整備

床材の防滑対策 ●

エレベーターの改修 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

20

施設名 瀬田北市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場の整備

優先駐車区画の設置 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ石山駅・京阪石山駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 自治協働課） (重点整備地区) ＪＲ瀬田駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

施設名 瀬田市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

建物環境の整備

床材の防滑対策 ●

駐車場の整備

障害者等用駐車区画の改善 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

21

施設名 瀬田東市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場の整備

優先駐車区画の設置 ●

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ瀬田駅周辺地区

② 生活関連施設 （大津市 自治協働課） (重点整備地区) ＪＲ瀬田駅周辺地区



LakeBiwa

OtsuCity

② 生活関連施設 （大津市 自治協働課）

施設名 小松支所 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

22

施設名 木戸市民センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

施設名 木戸交流センター 実施主体 大津市 自治協働課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

ソフト面の対応

適正利用の情報発信や啓発等 ●

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について
(重点整備地区) ＪＲ北小松駅周辺地区

(重点整備地区) ＪＲ志賀駅周辺地区
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② 生活関連施設 （大津市 都市魅力創造課）

施設名 旧大津公会堂 実施主体 大津市 都市魅力創造課

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

障害の特性に応じた案内情報の設置

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

駐車場の整備

障害者等用駐車区画の明示 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

23

１ バリアフリー基本構想（令和７年度～令和１６年度）の

特定事業について

(３) 特定事業の追加について

(重点整備地区) ＪＲ大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区
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（1） バリアフリーマップの作成について

「大津市移動等円滑化促進方針（Ｐ40）」に基づき

バリアフリーマップを作成

バリアフリーマップの作成に向けた検討事項

必要な情報（必要に応じて追加）

文字のフォント等

バリアフリーマップに使用する配色

図や写真の有効活用（必要に応じて追加）

バリアフリーマップの形状

掲載する情報量の検討、必要な情報の選定等

見やすい文字のフォントや大きさ

カラーユニバーサルデザインに配慮

分かりやすいイラストやアイコンを使用、写真の検討

様々な人が持ち歩くことを想定した形状

利用者の意見を反映しながら作成
24

２ バリアフリーマップについて

みんなでつくるバリアフリー作成マニュアル
（国土交通省ＨＰ引用）
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バリアフリーマップ作成の流れ（ピンク：完了、黄色：未完了）

・地図に記載した施設の着色

・ルビ（ふりがな）振り

・番号の割り振り

・文字の大きさは14ｐｔ以上を使用

・Ａ3で作成

・バリアフリー設備を１５項目選定

・写真を使ったバリアフリー設備の紹介

・色覚シュミレーションを使った使用色の検討

25

(2) バリアフリーマップの進捗について（参考資料-4）

・色覚異常の方への対応について

→３で検討済

・同系色に網掛けをしたほうがわかりやすい

→違いが分かるよう修正

・数字の白抜きが見にくい（修正予定）

・38施設中22施設完了

２ バリアフリーマップについて

1 他市町村の事例・文献調査

2 掲載内容の検討精査

3 デザインの検討・精査

4 バリアフリーマップ（案）の作成

5 利用者意見の聴取

（1）団体からの意見（計2回）

（2）「まち歩き」での意見交換

（3）「大津市障害者差別解消支援地域協議会」

の場で意見交換

（4）「令和7年度第2回バリアフリー推進協議会」

の場で意見交換（本日）

6 掲載に関する施設設置管理者との協議

7 バリアフリーマップ（案）の修正
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（知見）

紙媒体は準備必要がなく情報を得られる

紙媒体は来訪者に対して容易な情報提供を可能にできる

（課題）

特性に応じて必要な情報と伝達手段が異なるため、情報量が多くなる

紙媒体を利用した提供手法では、特性によって情報を取得できないことや情報量に限界がある等

課題を感じた

マップの更新等、定期的な更新に対して時間を要する

バリアフリー設備の情報提供を行っている施設もあるが、対象や表現に統一性がない部分もある

● 特性に応じた情報伝達手段の研究を深め、活用に有効な情報収集が必要

→アイナビ・ナビレンズ・ユニボイス・ｓｈｉｋａｉ・高度化ピクス・ｏｋｏ等（大津視覚障害者協会より情報提供）

● 利用者が必要としている情報の把握と蓄積

● 統一した表現での情報提供（サインやピクトグラムも含む）

● 効果的・効率的な情報取集の仕組みづくり

（3） 情報提供における今後の課題について

バリアフリーマップの作成を通して得られた、これからの情報提供に関する知見と課題の整理

２ バリアフリーマップについて
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（1） 今後のスケジュール （案）

令和
7年度

令和８年度

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

11
月

12
月

1
月

2
月

3
月

協議会

事務局
の動き

まち歩き
（令和８年11月頃予定）

第1回協議会
（令和8年7月頃予定）

施設設置管理者に情報
提供の依頼・とりまとめ

関係課との調整・障害者団体等の意見聴取（適宜）

マップの作成・修正・製本

第2回協議会
（令和8年3月26日）

情報提供手段の普及に向けた検討

27

●意見聴取

３ 今後のスケジュールについて
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バリアフリー計画についての資料（P1～P5）

●大津市移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

→市全域のバリアフリー化に関する指針等

●大津市バリアフリー基本構想（実行計画）

→重点整備地区に設定したエリアにおいて生活関連施設や

生活関連経路の具体的な事業を位置付けた計画（9地区）

●心のバリアフリー

→令和2年の改正バリアフリー法等を踏まえ、取組の拡充された。

ソフト面の取組について特定事業の設定が可能となった。

参考資料-1 施設設置管理者に向けた説明資料（案）
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① ② ③

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

市全域

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

高齢者、障害者等の
移動や施設利用の利便性・安全性が向上

【基本理念】

ともに支え合い、安全・安心・快適に過ごせるまち 大津

【基本方針】

① 一体的なバリアフリー整備
② 継続したバリアフリー整備
③ バリアフリーに関する理解の増進と定着

市全域のバリアフリー化

① ② ③

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）

移動等円滑化促進地区

基
本
方
針

①

基
本
方
針

②

基
本
方
針

③

重点的

基本構想（実行計画）

重点整備地区 継続的

2

①重点整備地区において、基本構想
に基づき計画性をもった重点的・一体
的なバリアフリー整備を実施

⑦移動等円滑化促進方針と
基本構想の評価指標

基本方針①（基本構想）

・ 特定事業の進捗率

（目標年度が決まっている事業）

・ 「継続して実施」事業の整備箇所数

・ 新たに設定した特定事業

・ 特定事業の整備事例の整理と情報提供

基本方針②

・ 高齢者や障害者等の意見収集と整理

・ 要望箇所の把握

・ 整備箇所の把握

・ 個別箇所の整備事例の整理と情報提供

基本方針③

・ まち歩き点検の実施回数

・ 「心のバリアフリー」の取組事例の整理

と情報提供

⑥基本構想に位置付けられた特定事
業は１０年間で整備を実施
施設設置管理者と継続的に協議し、
バリアの解消を目指す仕組みづくりを
実施

③バリアフリーに対する理解の増進と
定着を促すため、心のバリアフリーに
関する取組を継続して実施

⑤拠点となる１３駅を中心とした９地
区を重点整備地区に設定

図：バリアフリー化の進め方

①大津市中心部エリア
石山エリア、瀬田エリア

②北小松エリア、近江舞子エリア、
志賀エリア、蓬莱エリア

④９つの評価指標を踏まえて、優先的
にバリアフリー化を図る７エリアを移
動等円滑化促進地区に設定

②市全域において、地域の要望等に
応じた個別のバリアフリー整備を継続
して実施

（１）促進方針と基本構想のまとめ
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改定後

JR大津駅・びわ湖浜大津駅周辺地区

JR膳所駅・京阪膳所駅周辺地区

ＪＲ大津京駅・京阪大津京駅周辺地区

ＪＲ石山駅・京阪石山駅周辺地区

ＪＲ瀬田駅周辺地区

ＪＲ北小松駅周辺地区

ＪＲ近江舞子駅周辺地区

ＪＲ志賀駅周辺地区

ＪＲ蓬莱駅周辺地区

策定後

大津市移動等円滑化促進方針（2025年(R7)～2034年(R16)）

大津市バリアフリー基本構想（2025年(R7)～2034年(R16)）

① 市全域のバリアフリー化の指針となる「大津市移動等円滑化促進方針」を策定

② 重点整備地区を2地区から9地区に追加

（２）主なポイント

策定前

大津市バリアフリー基本構想（2011年（H22）～2024年(R6)）

改定前

JR大津駅・京阪浜大津駅周辺地区

JR膳所駅・京阪膳所駅周辺地区

3
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改定後

各施設設置管理者が自ら施設の課題を調査し、特定事業を検討
（必要に応じて事務局がサポート）

整備手法や範囲、費用等を踏まえ実現可能な事業を特定事業に設定

ソフト面の事業も特定事業に設定可能（教育啓発特定事業の追加）

策定前

-

「心のバリアフリー」の取組事例等について記載

-

-

④ 大津市バリアフリー基本構想で特定事業の設定の考え方を明示

⑤ その他

・届出制度を記載（旅客施設（駅や港）と道路の結節点（接続している箇所）の形状変更（改修等）する際は、事務局への届出を義務付け）

・準生活関連経路（安全対策を中心とした整備を行う道路）を設定

策定後

「心のバリアフリー」について行政・施設設置管理者等・市民の役割に
ついて記載

「心のバリアフリー」の取組事例等について記載

バリアフリーマップの作成について記載

多様な情報提供手段の普及について記載

③ 大津市移動等円滑化促進方針で「心のバリアフリー」の考え方や取組事例を明示

改定前

事務局で施設の課題を調査し、特定事業を提案

整備手法や範囲、費用等の協議が不十分な事業もあった

ソフト面の事業は特定事業に設定していない

（２）主なポイント

4
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（３）心のバリアフリーについて

5
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特定事業の設定に関する資料（P6～P10）

●特定事業の設定については施設設置管理者と協議し、

掲載内容等の同意を得た後、計画に位置付け。
→事務局は各施設とバリアフリー化に向けた考え方を共有し、特定

事業を増やすことでバリアフリー化を図る。そのために施設の課

題整理や、解決手法の提案等の支援を行う

●特定事業に設定した事業は実施の義務が課せられる。

→実施可能な段階で、特定事業に設定することとした。

●新たに設定した特定事業は協議会で報告。

→報告のイメージはP9、P10を参照。
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特定事業の設定手順

施設設置管理者 事務局（大津市） 取組内容

STEP1 ・バリアフリーに係る計画の説明
・利用者の視点を整理した資料等の提供
・バリアフリー化に向けた課題の聞き取り
・バリアフリーチェックの依頼 等

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

バリアフリー整備に向けた
考え方の共有

STEP2
・チェックシートの作成、提供
・バリアフリーチェックの支援（必要に応じて）
・カルテの作成等支援（必要に応じて）

等

バリアフリーチェックの実施
カルテの作成等

STEP3
・整備手法を整理した資料などの提供等
（ソフト面の取組も含む）

特定事業計画の作成等
（整備内容の検討等）

STEP4

特定事業の掲載内容等の協議 特定事業の掲載内容等の協議

特定事業の設定（計画に位置付け）

特定事業の設定手順について

7
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特定事業の内容 事業主体
１０月 11月 12月 1月 2月 3月 R7 R8 R9 R10 R11.3

特
定
事
業
の
設
定

生
活
関
連
経
路

道路特定事業

①市

②県

③国

生
活
関
連
施
設

公共交通特定事業

④西日本旅客鉄道株式会社
（9施設）

⑤京阪電気鉄道株式会社
（13施設）

公共交通特定事業
路外駐車場特定事業
都市公園特定事業
建築物特定事業
交通安全特定事業

⑥公共施設設置管理者
（89施設）

路外駐車場特定事業
建築物特定事業

⑦民間施設設置管理者
（69施設）

特定事業の設定

掲載内容協議

バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
の
改
定

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
策
定

バ
リ
ア
フ
リ
ー
基
本
構
想
の
改
定
（
予
定
）

移
動
等
円
滑
化
促
進
方
針
の
改
定
（
予
定
）

考え方の共有

意向調査の実施

Ｒ６年度 Ｒ7年度以降

整備の目途がついた事業は
基本構想に随時追加

実施済 実施中 継続実施
特定事業の設定の進め方について

特定事業計画の作成等

チェックの実施・カルテの作成

掲載内容の協議

チェックの実施・カルテの作成

特定事業の設定

特定事業の設定 必要に応じて特定事業の
設定に向けて継続協議

チェックの実施・カルテの作成

掲載内容の協議

考え方の共有

特定事業計画の作成等

チェックの実施・カルテの作成

掲載内容の協議

特定事業の設定

8
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特定事業 特定事業外

令和11年度を目標に実施 令和16年度を目標に実施 継続して実施 継続協議

事業数（Ｒ7.6） 追加した事業数 事業数（Ｒ7.6） 追加した事業数 事業数（Ｒ7.6） 追加した事業数 事業数（Ｒ7.6） 追加した事業数

1.公共交通特定事業 1 - 5 - 88 - 45 -

2.道路特定事業 24 （4） 17 - 195 （5） 30 （8）

3.路外駐車場特定事業 13 - 0 - 16 - 2 -

4.都市公園特定事業 0 - 0 - 0 - 0 -

5.建築物特定事業 1 （1） 0 - 1 （1） 0 -

6.交通安全特定事業 0 - 0 - 18 - 0 -

7.教育啓発特定事業 0 - 0 - 0 - 0 -

合計 39 （5） 22 -
318

70路線
（6）

（2路線）
77 （8）

特定事業について（Ｒ7.6月時点）

特定事業の種類

事業数の内訳
項目

目標値
（目標設定）

目標年次

基本方針①（基本構想の事業評価）

1.特定事業の進捗率 100％
2034年度
（令和16年度）

2.「継続して実施」事業の
整備箇所数

10箇所以上/年
2034年度
（令和16年度）

3.新たに設定した特定事業
1回以上/年

（協議会等で報告）
－

整備時期を定めた事業（61事業）について進捗率を提示

継続して実施（318事業）の内、公道70路線の事業を対象に
整備箇所数を提示

継続協議の事業（77事業）や新たに特定事業に設定する事業を
協議会等で報告

特定事業の種類

事業数の内訳

表：特定事業数について ※「追加した事業数」は策定時（Ｒ7.3）以降に追加した事業数を掲載

9
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特定事業の追加について（例示）

②生活関連施設

施設名 名称 実施主体 名称

整備項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

駐車場の整備

優先駐車区画の設置 ●

ソフト面の対応

バリアフリーチェックを実施（年１回以上） ●

施設名 名称 実施主体 名称

取組項目 令和11年度を目標に整備 令和16年度を目標に整備 継続して実施 継続協議

歩行空間の連続性に配慮した、歩道の確保

歩道の設置、拡幅 ●

適切な勾配、段差の解消、滑りにくい舗装とした歩道構成の
整備

適切な勾配に改良 ●

段差の改善（補修） ●

防滑対策 ●

連続性や利用者の動線を考慮し、安心して移動できる視覚障
害者誘導用ブロックの整備

視覚障害者誘導用ブロックの適切な設置 ●

視覚障害者誘導用ブロックの適切な改良（補修） ●

①生活関連経路

10
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参考資料（P11～P18）

●施設改修のイメージ

●適正利用の啓発に関する資料

●職員研修・合理的配慮に関する資料
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（参考資料）施設改修のイメージ

12

国土交通省「誰もが利用しやすいお店を作ろう」パンフレット（一部編集）
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（参考資料）適正利用の啓発に関するポスター

13

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000011.html

国土交通省HP ホーム >政策・仕事 >総合政策 >バリアフリー >パンフレット・リーフレット

国土交通省「高齢者障害者用施設の適正利用推進キャンペーンポスター」
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（参考資料）職員研修について

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課の取組

・出前講座
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html）

14

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html
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・合理的配慮の提供に係る費用の補助
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html）

（参考資料）合理的配慮について

滋賀県健康医療福祉部障害福祉課の取組

15

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html
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・出前講座
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html）

（参考資料）職員研修について

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課の取組

16

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html
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・UD製品の貸出
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html）

（参考資料）職員研修について

滋賀県健康医療福祉部健康福祉政策課の取組

17

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/syougaifukushi/338050.html
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参考資料-2 調査チェックリスト（施設）（Ｒ8.3更新）（案）

更新前 更新後
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参考資料-2 調査チェックリスト（施設）（Ｒ8.3更新）（案）

更新前 更新後



1 / 2 

#N/A

#N/A

評価 備考

①

② ◯
適合・
あり等

③ △
一部
適合外有

④ （数：　　　　　） ✕
適合外・なし
・不明

① ―
該当施設
なし

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
戸

戸は誰でも簡単に開けられるようになっているか（自動ドアや引き戸が望ましい）
※軽い力で開けられるかという視点で確認

出入口の幅は80ｃｍ以上か（車いす使用者等が円滑に利用できるか）

戸

通路等

傾斜路（スロープ）の勾配は適切か（約８％）

階段がある場合、表面は滑りにくい材質であるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　　□1段手すり
視覚障害者用誘導（点字）ブロックが設置されているか
　　□駐車場から出入口　　　　□出入口　　　　□階段　　　　□傾斜路

階段がある場合、表面は滑りにくい材質であるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　　□1段手すり
視覚障害者用誘導（点字）ブロックが設置されているか
　　□通路　　　□階段　　　　□傾斜路

出入口の幅は80ｃｍ以上か（車いす使用者等が円滑に利用できるか）

屋内の通路幅は120㎝以上か
（車いす使用者等と横向きの人がすれ違える幅）

表面は滑りにくい材質であるか

段差なく移動することができるか（段差2㎝を以上の段差は車椅子単独で超えるのは
困難）
段差がある場合、傾斜路（スロープ）やエレベーターがあるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　　□1段手すり

屋内の通路幅は120㎝以上か
（車いす使用者等と横向きの人がすれ違える幅）

表面は滑りにくい材質であるか

車いす使用者駐車施設から出入口まで、段差なく移動することができるか（段差2㎝
を以上の段差は車椅子単独で超えるのは困難）

出
入
口
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玄
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主
要
な
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通路等

出
入
口

（
玄
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）
　
～

　
受
付
・
ト
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レ 通路等

凡例

視覚障害者用誘導（点字）ブロックが設置されているか
　　□駐車場から出入口　　　　□出入口　　　　□階段　　　　□傾斜路
インターホンが設置されているか
　　□案内の表示有

駐
車
場
　
～

　
出
入
口

（
玄
関

）

通路の表面は滑りにくい材質であるか

車いす使用者用駐車施設から出入口まで、段差なく移動することができるか（段差2
㎝を以上の段差は車椅子単独で超えるのは困難）

駐車場

階段がある場合、表面は滑りにくい材質であるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　　□1段手すり

傾斜路（スロープ）の勾配は適切か（約８％）

段差がある場合、傾斜路（スロープ）やエレベーターがあるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　□1段手すり

調査日

戸は誰でも簡単に開けられるようになっているか（自動ドアや引き戸が望ましい）
※軽い力で開けられるかという視点で確認

チェック項目

車いす使用者駐車施設から出入口まで、雨にぬれずに行くことができるか

屋外の通路幅は120㎝以上か
（車いす使用者等と横向きの人がすれ違える幅）

車いす使用者用駐車施設を設けているか

車いす使用者用駐車施設の幅は、350cm以上か

優先駐車区画を設けているか

段差がある場合、傾斜路（スロープ）やエレベーターがあるか
　　□両側手すり　　□片側手すり　　□２段手すり　　□1段手すり

※赤囲み部分を中心にバリアフリーチェックを実施ください。

該当施設

施設名

管理者名

車いす使用者駐車施設は、建物の出入口に近い部分に設けられているか

屋外の通路に不要な物は置いていないか
※通路の幅が狭くなるような不要物という視点で確認

屋内の通路に不要な物は置いていないか
※通路の幅が狭くなるような不要物という視点で確認

屋内の通路に不要な物は置いていないか
※通路の幅が狭くなるような不要物という視点で確認
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#N/A

#N/A

評価 備考

調査日

チェック項目

※赤囲み部分を中心にバリアフリーチェックを実施ください。

該当施設

施設名

管理者名

① （数：　　　　　）

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ （数：　　　　　）

⑩ （数：　　　　　）

⑪ （数：　　　　　）

⑫ （数：　　　　　）

⑬ （数：　　　　　）

① エレベーターは設置されているか （数：　　　　　）

② 出入口の幅は80cm以上であるか

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

車いすに対応したトイレ（以下バリアフリートイレ）があるか

バリアフリートイレが「使用中」であることがわかりやすいよう表示できているか

おむつ交換台が設置されているか
（トイレ以外の場所に設置されていても可）

視覚障害者に対する案内表示は適切に設置されているか（スロープに点字表記や出
入口の音声案内等、主に点字や音声を使った案内）

バリアフリートイレの表示やその中の案内図が設置されているか

案内表示の記載内容は誰もが理解しやすいものとなっているか
※難しい書き方になっていないか確認

介助用ベッドが設置されているか
（トイレ以外の場所に設置されていても可）

バリアフリートイレ内に手すりが設置されているかバ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ

一般
トイレ
・

その他

ト
イ
レ

案
内
に
係
る
設
備
・
そ
の
他

エ
レ
ベ
ー
タ
ー

バリアフリートイレ内での移動に支障となる物が置いてないか
※車いすの回転等ができるかという視点で確認

戸は誰でも簡単に開けられるようになっているか（自動ドアや引き戸が望ましい）
※軽い力で開けられるかという視点で確認

出入口の幅は80ｃｍ以上か（車いす使用者等が円滑に利用できるか）

乳幼児用のトイレが設置されているか

オストメイト用設備が設置されているか

一般便所に広めの洋式トイレが設置されているか

籠の奥行きは135cm以上であるか

バリアフリートイレ内に非常用の呼び出しボタンはあるか

掲示物の整理が適切におこなわれているか。　　※見やすくきれいに掲示されている
か、期限が切れたものを掲示していないか等の視点

かな、ローマ字、ピクトグラムや絵等による見やすい・わかりやすい表示になっている
か

カームダウン室の設置をしているか

●バリアフリーチェックやバリアフリー整備についてご意見があれば記載ください。

籠内に、到着する階並びに昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置が
設定されているか

制御装置（押しボタン等）は、点字、文字等の浮き彫り、音による案内等の方法により
視覚障害者が円滑に操作することができるか

乗降ロビーは高低差がなく、幅と奥行きは150cm以上であるか

側板には手すりが設置されているか

制御装置（押しボタン等）は、車いす使用者が利用しやすい位置に設置されているか

案内表示の配置や文字の大きさ、色など誰もが見やすいものになっているか（文字
フォント14Ｐｔ以上）

聴覚障害者に対する案内表示は適切に設置されているか（電光表示板や光警報装置
など）
受付に耳マーク、手話マーク、筆談マーク等を掲示し、支援の提供について利用者に周
知できているか。



建築物

１．ハード面

(1)トイレ

①バリアフリートイレ

②男性トイレ

③女性トイレ

④幼児用トイレ

(2)上下移動

①エレベーター

②エスカレーター

③階段

④段差解消機

(3)駐車場

①駐車場

②車椅子使用者用駐車区画

③優先駐車区画

(4)その他施設

①出入口

②乳幼児設備

③案内設備

④屋内の通路（廊下）

⑤執務室・居室

・店舗等

⑥その他

2.ソフト面 (5)ソフト面の取組

①貸出

②人材育成（研修等）

③適正利用の啓発

④合理的配慮に向けた

サポート体制

⑤バリアフリーチェック

参考資料-３ 特定事業のメニュー（案）

事業対象の分類

設備対象

設備詳細

取組内容の分類



ア．バリアフリートイレの整備（150㎝（180㎝）の円が内接できるスペース）

イ．バリアフリートイレの改修・・・・・(ア)オストメイト設備の設置
（イ）おむつ交換台の設置
（ウ）ユニバーサルシートの設置
（エ）手すりの設置（車椅子の回転に支障がないよう）
（オ）表示看板の設置（使用に関する表示）
（カ）自動ドア・引き戸に改修
（キ）出入口の幅の改修（幅90㎝以上が望ましい

（80㎝でも可））
（ク）その他（荷物掛けフック、手荷物台等）

①バリアフリートイレ

1.ハード - （1）トイレ

ア．和式トイレを洋式トイレに変更
イ．おむつ交換台の設置
ウ．ベビーチェアの設置
エ．便房のスペースを広げる
（車椅子が利用可能なスペース（130㎝以上*150㎝以上））

オ．手すりの設置
カ．出入口の幅の改修（幅90㎝以上が望ましい（80㎝でも可））

②③男性トイレ・女性トイレ

ア．幼児用トイレの設置（スペースの確保・設備の設置）

④幼児用トイレ

車椅子利用者が使える便房の設計例（②③-エ関連） 戸の設計例（①-キ、②-カ関連）

バリアフリートイレの設計例（①-ア関連）

バリアフリートイレの写真

オストメイトの設計例（①-イ-(ア)関連）

赤マーカー・・・比較的容易に改修可能
黄マーカー・・・大規模改修時に併せて改修することが望ましい



ア．エレベーターの設置
イ．車椅子使用者用エレベーターの設置（幅85㎝以上、奥行135ｃｍ以上）
ウ．エレベーターに誘導するための点字ブロック・点字表記の設置
エ．手すりの設置
オ．視覚障害者用の音声案内
カ．案内表示の設置
キ．その他

①エレベーター

ア．エスカレーターの設置
イ．視覚障害者用の音声案内
ウ．エスカレーターに誘導するための点字ブロック・点字表記の設置
エ．その他

②エスカレーター

ア．点字ブロックの設置
イ．手すりの設置（2段が望ましい）
ウ．段鼻の着色
エ．その他

③階段

操作盤の仕様例（①-エ関連）

戸の設計例（ ①関連）

エレベーターの設計例（①関連）

エレベーターの写真

階段部の対策（③-ア関連）

ア．段差解消機の設置（幅70㎝以上、奥行120㎝以上）

④段差解消機

1.ハード - （2）上下移動 赤マーカー・・・比較的容易に改修可能
黄マーカー・・・大規模改修時に併せて改修することが望ましい



ロック板の段差対応の写真（①-イ関連）

ア．駐車場の設置
イ．ロック板の段差解消
ウ．発券機・精算機の障害者対応
エ．上屋の設置（駐車場から出入口までの間）
オ．段差の解消（駐車場から出入口までの間）
カ．スロープの設置
キ．点字ブロックの設置（駐車場から出入口までの間）

①駐車場

ア．車椅子使用者用駐車区画の整備（基準に応じた台数）
イ．車椅子使用者用駐車区画の明示

②車椅子使用者用駐車区画（幅350㎝以上）

ア．優先駐車区画の整備
イ．優先駐車区画の明示

③優先駐車区画（幅250㎝程度）

駐車場から出入口までの設計例（①-エ、オ、カ、キ関連）

駐車場の設計例（②関連）
車椅子使用者用駐車区画と優先駐車区画のイメージ（②③関連）

車椅子使用者用駐車区画の写真

駐車区画数
必要な車椅子使用者用

駐車区画数

1～50区画 1区画以上

51～100区画 2区画以上

101～150区画 3区画以上

151～200区画 4区画以上

201区画以上 （区画数）/100+2区画

車椅子使用者用駐車区画数の考え方（②-ア関連）

※端数は切り上げ

1.ハード - （３）駐車場 赤マーカー・・・比較的容易に改修可能
黄マーカー・・・大規模改修時に併せて改修することが望ましい



ア．自動ドア・引き戸に改修（幅90㎝以上が望ましい（80㎝以上可） ）
イ．インターフォンの設置
ウ．触知案内板の設置
エ．点字ブロックの設置
オ．音声誘導設備
カ．防滑対策

①出入口

ア．授乳室スペースの確保
イ．おむつ替えスペースの確保
ウ．乳幼児施設の案内表示

②乳幼児施設

ア．案内所の設置
イ．施設案内板の設置
ウ．緊急避難時の誘導灯（音声案内・点滅型誘導）

③案内設備

出入口の設計例（①関連）

出入口の写真

触知案内板の写真（①-ウ、③-イ）

乳幼児施設の設計例（②関連）

乳幼児施設の写真（②関連）

緊急避難時の誘導灯の例（③-ウ関連）

照明を用いた誘導の写真（③-ウ関連）

1.ハード - （４）その他 赤マーカー・・・比較的容易に改修可能
黄マーカー・・・大規模改修時に併せて改修することが望ましい



客席数
必要な車椅子使用者用

客席数

1００席以下 2席以上

101～200席 （客席数）*2/100以上

201～2000席 （客席数）/100+2以上

2001席以上
（客席数）*75
/10000+7以上

ア．通路の改修（幅180㎝以上が望ましい（小規模建築物は90㎝以上可） ）
イ．手すりの設置（2段手すりが望ましい）
ウ．点字ブロックの設置
エ．音声誘導設備

④屋内の通路（廊下）

ア．スペースの確保（有効幅員90㎝以上）
イ．ベンチの設置
ウ．商品棚の配置

⑤執務室・居室・店舗等

ア．カームダウン・クールダウンルームの設置
イ．客席の増設
ウ．自動販売機の障害者対応

⑥その他

通路の設計例（④関連）

通路の写真

手すりの設計例（④-イ関連）

店舗の設計例（⑤関連）

店舗の写真（⑤関連）

カームダウンルームの写真（⑥-ア関連）

車椅子使用者用客席の考え方（⑥-イ関連）

※端数は切り上げ

1.ハード - （４）その他 赤マーカー・・・比較的容易に改修可能
黄マーカー・・・大規模改修時に併せて改修することが望ましい



2.ソフト - （5）ソフト面の取組

ア．車椅子の貸出
イ．杖の貸出
ウ．ベビーカー貸出
エ．ユニバーサルデザイン対応の文具の貸出
オ．その他

①貸出

ア．職員研修
イ．資格取得支援（サービス介助士・認知症サポーター等）

②人材育成（研修等）

ア．バリアフリー施設の適正利用の啓発
（ア）車椅子利用者用優先駐車場の適正利用
（イ）バリアフリートイレの適正利用
（ウ）エレベーターの利用に関する啓発
（エ）公共交通の優先席等の適正利用
（オ）その他

③適正利用の啓発

適正利用のチラシ例（③－ア関連）

ユニバーサルデザイン対応の文具例（①－エ関連）

提供内容の明示例（④－ア関連）

ア．提供内容の明示
イ．人員配置
ウ．当事者意見の把握・共有
エ．その他

④合理的配慮の提供に向けたサポート体制

ア．継続したバリアフリーチェックの実施
イ．まち歩き（当事者とのバリアフリーチェック）の受入
ウ．課題箇所の把握、共有
エ．予算化に向けた調整

⑤バリアフリーチェック



スロープあり
（出入口まで段差なし）

（明日都浜大津施設内）

参考資料-4 バリアフリーマップ（案） ※掲載内容については現在調整中のため変更になる場合があります。



大津地方・家庭・簡易裁判所

大津地方・家庭
・簡易裁判所

長等創作展示館・三橋節子美術館

長等創作展示館・
三橋節子美術館

参考資料-4 バリアフリーマップ（案） ※掲載内容については現在調整中のため変更になる場合があります。
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